
　　

子ども・子育て拠出金は、厚生年金保険の被保険者を使用する企業のみ負担。

今回の子ども・子育て支援金は、医療保険加入者から徴収されるもので、別ものということですね！

毎月開催中の経営計画書作成セミナー：「Vision」
今月の開催日は12月11日（木）です。
経営者の方が日ごろ考えていらっしゃることを、年に一度、当事
務所においで頂き、経営方針書や行動計画表を作成して頂いて
います。
まだ参加されたことのない方、経営計画をつくってみませんか。
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開催日 対象者 申込期限

12月11日（木） 10・11・12・1月決算法人様 12月5日（金）

1月15日（木） 11・12・1・2月決算法人様 1月9日（金）

※2月以降のスケジュールは未定となっております

寒さが深まりつつありますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。
12月を迎え、街の空気にも一年の締めくくりの雰囲気が漂ってまいりました。
街のイルミネーションが灯り始め、いくつになっても何だかワクワクして心が温かくなる月だなと思います。
年末は何かと慌ただしくなる時期ではありますが、健康第一で毎日を元氣に過ごしていきたいものですね。

さて来年の2026年は制度改正が多くあり、各企業の対応も必要となる改正もあります。
今回はその中の1つ、令和8年4月から始まる”子ども・子育て支援金”について触れていこうと思います。

今月のテーマ：子ども・子育て支援金について

子ども・子育て支援金とは？
少子化と人口減少が深刻化する中、安心して結婚・出産・子育てに踏み出せる社会をつくるため、政府は令和5年12月に「こ
ども未来戦略」を決定しました。その柱となるのが、児童手当の拡充や妊婦の方への支援給付など、ライフステージを通じた
経済的支援の強化です。

こうした大規模な施策を持続的に進めるために設けられるのが「子ども・子育て支援金制度」です。医療保険料とあわせて全
世代・全ての経済主体から少額を拠出いただくことで、安定した財源を確保し、世代間で支え合いながら子育て世代を応援す
る仕組みです。

一人あたりの負担は月額およそ450円程度（被用者保険（会社員・公務員）、国民健康保険（自営業者等）、後期高齢者医療
制度により負担額は異なります）ですが、その拠出によって、0歳から18歳までの子ども一人につき累計約146万円の給付拡
充が見込まれます。小さな負担をみんなで分かち合うことで、子育て世代には大きな安心が届くよう設計されています。

子ども・子育て支援金の額はいくらになる？

子ども・子育て支援金は何に使われる？

子ども・子育て支援金は、法律（子ども・子育て支援法）に基づき、子育て世代を支えるための事業にのみ充てられます。用
途は厳格に定められており、それ以外の目的で使われることはありません。令和7年度には「子ども・子育て支援特別会計」
が創設され、どの事業にいくら使われるかを明らかにすることで、政策全体の姿と費用負担の見える化が進められます。
具体的には、次のような事業に活用されます。

①児童手当の拡充……高校生年代までの延長、所得制限の撤廃、第3子以降の支給額増額（令和6年10月開始）
②妊婦への支援給付……妊娠・出産時に10万円を給付（令和7年4月制度化）
③こども誰でも通園制度………乳児等のための支援給付（令和8年4月給付開始）
④ 出生後休業支援給付……育児休業給付とあわせて手取り10割相当（最大28日間）（令和7年4月開始）
⑤育児時短就業給付……時短勤務中の賃金の10％を支給（令和7年4月開始）
⑥国民年金第1号被保険者の育児期間に係る保険料免除……育児期間中の保険料を免除（令和8年10月開始）
⑦子ども・子育て支援特例公債の償還……支援金の拠出が満年度化する令和10年度までの間、上記①～⑥の費用を賄う
ために発行される特例公債の返済に充てられます。

支援金にかかる個々人の具体的な拠出額については、加入する医療保険制度、所得や世帯の状況等によって異なり
ます。
なお参考として令和10年度において、全ての医療保険制度加入者一人当たり平均で月額450円程度。
これを医療保険制度別にみると、健康保険組合や協会けんぽなどの被用者保険で月額500円程度、国民健康保険で
月額400円程度、後期高齢者医療制度で月額350円程度と想定しています。
※詳細は下図参照。
※被用者保険の金額は事業主負担分を除いた本人拠出分
また、国民健康保険制度や後期高齢者医療制度においては医療保険制度と同様に低所得者等に対する保険料の軽
減措置を実施します。さらに、国民健康保険においては、18歳年度末までのこどもに係る支援金の均等割額は10割軽
減の措置を講じます。
下記の表をご参考下さいませ。※表示の関係上、表の一部を省略しております

子ども・子育て拠出金と子ども・子育て支援金との違いは？

現状、厚生年金保険の被保険者を使用する企業は、「子ども・子育て拠出金」を負担しています。

2026年度から導入される「子ども・子育て支援金」同様、こちらも子育て支援を目的とする拠出であるため、企業側
にとっては混乱の元となる可能性も考えられます。
「子ども・子育て拠出金」と「子ども・子育て支援金」は、以下の点で異なります。

子ども・子育て拠出金……子ども・子育て拠出金は、児童手当制度が次代の社会を担う児童の健やかな成長に資
することにより、将来の 労働力の維持、確保にもつながる効果が期待されるとして、昭和46年度に創設され、現在
では、児童手当の他、 仕事と家庭の両立を支援する事業として、放課後児童クラブ、延長保育事業、病児保育事
業、企業主導型保育事 業、企業主導型ベビーシッター利用者支援事業、０～２歳児に係る保育の運営費等に充
当されている。

子ども・子育て支援金……児童手当の拡充や、こども誰でも通園制度、妊婦のための支援給付、出生後休業支援
給付、育児時短就業給付等、子育て支援と少子化対策の原資として開始。
少子化・人口減少の危機的状況を背景に、こどもや子育て世帯を、全世代・全経済主体が支える新しい分かち合
い・連帯の仕組みとして、高齢者や事業主を含む全世代・全経済主体から、医療保険料とあわせて拠出。

【引用 参考元】 こども家庭庁Webサイト
https://www.cfa.go.jp/policies/kodomokosodateshienkin/faq

研修旅行と望年会

11月7日（金）～11月8日（土）、研修旅行と毎年恒例の望年会を行いました。今年は大

阪・神戸に行ってまいりました。2日間お休みをいただきありがとうございました。

当日は全員でなんばグランド花月に伺い、沢山笑ってリフレッシュすることができました。

芸人さんたちの豊かな表情や声のトーン･分かりやすいジェスチャーで惹き込まれる様

なトーク力に圧倒されました！また、神戸ではゴッホの絵を原画で見ることができる貴

重なタイミングで、ゴッホ展に伺いました。絵画の素晴らしさは勿論でしたが、館内のス

タッフの方の丁寧なサービスや外国の方への細やかな配慮などを学ばせて頂きました。

これからの仕事に、色んな方面から活かしていける良い研修旅行となりました。これか

らも日々精進してまいりますので、今後ともよろしくお願い申し上げます。

12月30日（火）～1月5日（月）まで、勝手ではございますがリフレッシュ

休暇を頂きます。ご迷惑をお掛けしますが、宜しくお願い致します。

10 水 *12月分源泉所得税･住民税特別徴収額の納付期限

11 木 *経営計画書作成セミナー：Vision

*10月決算法人の確定申告及び納付期限

*4月決算法人の中間申告・納付期限

*消費税（4期）の納付期限（年税額４００万円超の１・７月決算法人）

*消費税等毎月納付（10月分）

※年末年始のため、申告・納付期限は令和8年1月5日(月)となります
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